
エアコンの控えすぎによる熱中症などには十分気をつけて、健康に無理のない範囲で節電しましょう。

期間内に４％以上の削減が達成できたら、下記書類をご用意ください。

①報告書：必要事項を記入してください。市ホームページでダウンロードもできます

②達成できた月の検針票（使用した電気量kWh・前年同月分も）

※写しを提出。（注意）データ画面を見せるだけでは提出になりません

※検針票はお名前・御住所・お客様番号等が明記されていて、ご本人であることが確認できるものでお願いします

③『“もったいない”エコファミリー宣言』

※市ホームページでダウンロードできます。 ※専用フォームからも提出できます

1ヵ月達成するごとに

まんさいかん藤枝で使える「ふじえだグリーン商品券（500円券）」を進呈します。

※報告は１世帯あたり対象期間内１回のみ。１世帯あたり上限４枚です。

わが家の節電
“もったいない”キャンペーン

達成月数にあわせて、JA大井川まんさいかん藤枝で使える
「ふじえだグリーン商品券（５００円券）」がもらえるよ!!

環境政策課 TEL 643-3183 FAX 631-9083
Ｅ-Ｍａｉｌ ：kankyoseisaku@city.fujieda.shizuoka.jp
ホームページ ： https://www.city.fujieda.shizuoka.jp

前年度同月比マイナス4% の節電に挑戦

応募締切：令和9年３月12日（金）必着

市内にお住まいの家庭で、ひと月あたりの電気使用量（ｋＷｈ）について、昨年度同月比

４％以上の削減をめざしてください。令和８年７月（検針分）から令和９年２月（検針分）

までの８ヵ月のうち、４ヵ月以上の達成をめざしましょう。

チャレンジ内容

応 募 書 類

特 典

令和８年度

地場産品で
地産地消


